
平成年月日 木曜日 (号外第号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
十
八
号

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
診
療
放
射
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

二
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
二
第
二
号
及
び
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）

第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
規
則
及
び
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
規
則
及
び
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
五
条
の
二
を
第
十
五
条
の
三
と
し
、
第
三
章
中
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行
為
）

第
十
五
条
の
二

法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

静
脈
路
に
造
影
剤
注
入
装
置
を
接
続
す
る
行
為
（
静
脈
路
確
保
の
た
め
の
も
の
を
除
く
。）、
造
影
剤
を
投
与

す
る
た
め
に
当
該
造
影
剤
注
入
装
置
を
操
作
す
る
行
為
並
び
に
当
該
造
影
剤
の
投
与
が
終
了
し
た
後
に
抜
針
及

び
止
血
を
行
う
行
為
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二

下
部
消
化
管
検
査
の
た
め
に
肛
門
に
カ
テ
ー
テ
ル
を
挿
入
す
る
行
為
並
び
に
当
該
カ
テ
ー
テ
ル
か
ら
造
影
剤

及
び
空
気
を
注
入
す
る
行
為

三

画
像
誘
導
放
射
線
治
療
の
た
め
に
肛
門
に
カ
テ
ー
テ
ル
を
挿
入
す
る
行
為
及
び
当
該
カ
テ
ー
テ
ル
か
ら
空
気

を
吸
引
す
る
行
為

（
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
七

基
準
嗅
覚
検
査
及
び
静
脈
性
嗅
覚
検
査
（
静
脈
に
注
射
す
る
行
為
を
除
く
。）

十
八

電
気
味
覚
検
査
及
び
ろ
紙
デ
ィ
ス
ク
法
に
よ
る
味
覚
定
量
検
査

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




